
介護保険、地域支援事業（介護予防事業）の流れ

早期に把握
・生活機能のチェック
・高齢サポート（地域包括支援
センター）の訪問活動

・関係機関からの連絡
・ご本人やご家族からの相談
・要介護認定で非該当の方

など
「基本チェックリスト」の

記入・提出

利用料
サービスによって実費などの利用料
が必要です。

利用料
・利用者負担は、原則としてサービス費用の１割
・施設サービスなどを利用した場合は、別途、食費・居住
費・日常生活費などを負担

６５歳以上の方
（第１号被保険者）

生活機能の低下の
おそれがある方

（要介護・要支援認定者除く）
介護や支援が必要な方

４０歳以上６５歳未満で医療保険に加入している方
（第２号被保険者）

特定疾病が原因で介護・支援が必要な方

要支援
1

要支援
2

要介護
5

要介護
4

要介護
3

要介護
2

要介護
1

介護予防のスクリーニング
（対象者の選定）

要介護認定（要支援・要介護状態の区分）

介護サービス計画
居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーなどが作成

要
介
護

要
支
援

非
該
当

（
自
立
）

元気な高齢者への
サービス

介護予防に関する
講演会や各種教室

要支援・要介護になる
おそれのある方へのサービス

予防給付によるサービス
（介護予防サービス）

介護給付によるサービス
（介護サービス）

要支援者
（要支援１・２の方）

要介護者
（要介護１～５の方）

生活機能の
低下あり

介護予防サービス計画
高齢サポートの
保健師などが作成

お住まいの区の区役所・支所福祉介護課又は京北地域にお住まいの
方は右京区役所京北出張所福祉担当の窓口で申請してください。
【申請を行う方】
・ご本人又はご家族
・高齢サポート、指定居宅介護支援事業者などに申請を代行して
もらうことができます。

要介護認定の申請

生活機能の
低下なし

サービスの流れ

重度化の防止要支援・要介護に
なることの防止

運動機能向上・栄養改善・
口腔機能向上などの
プログラム

11

介護保険は

介護が必要な方を

みんなで支える

制度です。

介護保険制度

介護保険制度は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」
という基本理念の下、介護を社会全体で支える仕組みとし
て、平成12年4月に創設されました。
制度創設から12年が経過し、この間、高齢化の進行をは
るかに上回る勢いで介護サービスの利用者が増える等、市
民生活の中に制度が定着しており、今後ますます介護を
必要とする高齢者が増える中で、その役割はさらに重要と
なります。

介護保険
サービス

京都市における高齢者人口の増加

平成12年
252,963人

平成23年
341,518人

平成26年
376,044人

（推計）

京都市における要支援・要介護認定者数の増加

～「第5期京都市民長寿すこやかプラン」から～

平成12年
31,883人

平成23年
66,922人

平成26年
73,344人

（推計）
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介
か い

護
ご

保
ほ

険
け ん

制
せ い

度
ど

のしくみ
介護保険制度では、高齢者の介護費用を、国・地方自治
体と国民がそれぞれ負担します。原則として40歳以上
の方は、すべて加入を義務づけられています。

居宅系
サービス

施設・居住系
サービス

第1号
被保険者
保険料

第2号
被保険者
保険料

国負担金

国・調整交付金

サービス事業者

保険料
・年金からの引き落とし
・京都市に個別納付

9割を支払

国民健康保険
団体連合会

12.5％※

12.5％

29.0％

約21.0％20.0％※
約5.0％

京都市
負担金

京都府
負担金

医
療
保
険
者

（
国
民
健
康
保
険
）
　

（
健
康
保
険
組
合
等
）

社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金

40歳以上65歳未満の
医療保険加入者
（第2号被保険者）

65歳以上の方
（第1号被保険者）

※施設サービス費等については、
　国負担金15％、京都府負担金17.5％

1割負
担

サービ
ス

の提供

京都市の介護保険は、高齢者の介護費用を国・京都府・京都市による公費（税金など）と、40歳以上の皆
様に納めていただく保険料を財源として京都市（保険者）が運営しています。

京都市では、介護保険でサービスを利用された方に、
「介護サービスのお知らせ」を送付しています。
この「介護サービスのお知らせ」は、介護保険のサービ
ス費の請求書や支払通知ではなく、介護保険制度の
運営についての理解を深めていただくとともに、積極的
に個人情報の開示を図るため、利用されたサービスの

種類や費用額などをお知らせするものです。
お知らせした内容に疑問があるときは、お住まいの区の
区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方
は右京区役所京北出張所福祉担当にお問い合わせく
ださい。

「介護サービスのお知らせ」について



●がん末
まっ

期
き

●関
かんせつ

節リウマチ　
●筋

きん

萎
い

縮
しゅく

性
せい

側
そくさく
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こう

化
か

症
しょう

 
●後

こう

縦
じゅう

靭
じんたい

帯骨
こっ

化
か

症
しょう

●骨
こっせつ

折を伴
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こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

●初
しょろう

老期
き

における認
にん

知
ち

症
しょう

 
●パーキンソン病

びょう

関
かんれん

連疾
しっかん

患
●脊

せき

髄
ずい

小
しょう

脳
のう

変
へん

性
せい

症
しょう

●脊
せき

柱
ちゅう

管
かん

狭
きょう

窄
さく

症
しょう

●早
そう

老
ろう

症
しょう

●多
た

系
けいとう

統萎
い

縮
しゅくしょう

症
●糖

とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

神
し ん け い

経障
しょう

害
がい

、糖
とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

腎
じん

症
しょう

及び糖
とう

尿
にょう

病
びょう

性
せい

網
も う ま く

膜症
しょう

●脳
のうけっかんしっかん

血管疾患
●閉

へい

塞
そく

性
せい

動
どう

脈
みゃく

硬
こう

化
か

症
しょう

●慢
まんせいへいそくせいはいしっかん

性閉塞性肺疾患
●両

りょう

側
そく

の膝
ひざかんせつ

関節又は股
こ

関
かんせつ

節に著
いちじる

しい変
へんけい

形を伴
ともな

う変
へん

形
けい

性
せい

関
かん

節
せつ

症
しょう
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介
か い

護
ご

保
ほ

険
け ん

の対
た い

象
しょう

となる方
か た

は
介護保険の被保険者となる方、介護サービスを利用でき
る方は次のとおりです。なお、原則として介護保険に加
入するための手続は必要ありません。

第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の病気（＝特定疾病）に該当することが必要です。

次のいずれかに該当する場合は、京都市が運営する介護保険の被保険者になります。
●京都市に外国人登録をしている方で、入国時に決定された入国当初の在留期間が1年以上の方
●入国当初の在留期間が1年未満であっても、京都市に外国人登録をし、入国時において入国目的などから1
年以上日本に滞在すると認められる方

※ただし、平成24年7月9日の改正住民基本台帳法施行により、3か月を超えて在留する等の外国人で京
都市内に住所を有する方が住民基本台帳法の適用対象となるため、介護保険の被保険者は以下の取扱い
となります。
●京都市内に住所を有する人で、3か月を超えて在留する方
●3か月以下の在留期間であっても、資料等により在留期間が3か月を超えて滞在すると認められる方

第1号被保険者（65歳以上の方）

寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事など
の日常生活動作について常に介護が必要な方
家事などの日常生活行為に支援が必要な方

第2号被保険者
（40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方）

初老期における認知症・脳血管疾患など老化に伴
う病気（特定疾病）が原因で介護・支援が必要な方

サービスを利
り

用
よう

できる方
かた

特
とくてい

定疾
しっぺい

病とは？

外
がいこくせき

国籍の方
かた

は？



種類

名称

種類

名称

の

サ ビス ヶ たり
う ち
サ ビ ス の

の びサ ビスの の

は びその の

要介護状態区分等 認 定 年 月 日

認 定
有効期間

居 宅

ー 等

区 分 支 給 限 度 基 準 額

月当
（ 種 類 支 給 限 度 基 準 額）

ー 種 類 種類支給限度基準額

認定審査会 意見及 ー 種類 指定

給

付

制

限

内 容 期 間
開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日

居宅介護支援事業者又 介護予防支援事業者及 事業所 名称

届出年月日

届出年月日

届出年月日
介 護 保 険 施 設 等

入所等 退所等

入所等 退所等

年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

１

（一）

介 護 保 険 被 保 険 者 証

被

保

険

者

番 号

住 所

氏 名

生年月日

交付年月日

保険者番号

年 月 日

年 月 日

フリガナ カイゴ ハナコ

並 保険者

名称及 印

びに

の び

区 ーコ ド

性
別

京 都 市

※裏面には注意事項が記載されています。よく読んでおきましょう。※住所・氏名・生年月日など記載事項に間違いがないかを確認しましょう。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2 6 1 0 4 0

京都市中京区烏丸御池下る虎屋町５６６‐１

昭和 5 5 6 女

平成 24 4 1

介護　花子

１６

要介護１

16,580単位

○○○居宅介護支援事業所

平成 24 4 1 平成 25 3 31

平成 24 4 1 平成 25 3 31

平成 24 2 20

 24 3 20

① ② ③

要介護（要支援）
認定を受けると、
②と③の記入欄に、
次のように記載
されます。

要介護状態区分（要支援
1・2、要介護1～5）が記
載されます。

市町村が認定を行った
年月日が記載されます。

保険料の滞納により、給付制限を受けている
場合に記載されます。（内容は３9ページ参照）

介護予防サービス計
画・介護サービス計画
を作成する事業所名
などが記載されます。
計画を自分で作成し
た場合、「自己作成」と
記載されます。

施設サービスを利用
するとき、介護保険
施設などで施設の種
類や名称、入退所年
月日を記載します。

認定結果の有効期間が記
載されます。

要介護度に応じた１か月
分の支給限度基準額が記
載されます。

サービスの種類ごとに支
給限度基準額を設ける場
合に記載されます。

必要により、介護認定審査会からの意見
が記載されます。サービスの種類の指定
が行われたときは、利用できるサービス
は、指定されたサービスに限定されます。

見 本

14

被
ひ

保
ほ

険
け ん

者
し ゃ

証
しょう

（保
ほ

険
けん

証
しょう

）について
保険証は、京都市介護保険の被保険者であるという証明
書ですので、大切に保管してください。

保険証が必要なときは
要介護認•• 定などを申請するとき
介護予防サービス計画・介護サービス計画を作••
成するとき
サービスを利用するとき••

第1号被保険者（65歳以上の方）

全員に交付します。

第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）

・要介護認定の申請をされた方
・保険証の交付申請をされた方
※第2号被保険者の方が交付申請されるときは、
加入されている医療保険の保険証を提示してく
ださい。

保
ほ

険
けん

証
しょう

の見
み

方
かた

について

保
ほ

険
けん

証
しょう

の交
こう

付
ふ

保
ほ

険
けん

証
しょう

が必
ひつよう

要なときは

お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地
域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担
当に届け出てください。

紛
ふんしつ

失・破
は

損
そん

したときは

（被保険者証の見本）



種類

名称

種類

名称

の

サ ビス ヶ たり
う ち
サ ビ ス の

の びサ ビスの の

は びその の

要介護状態区分等 認 定 年 月 日

認 定
有効期間

居 宅

ー 等

区 分 支 給 限 度 基 準 額

月当
（ 種 類 支 給 限 度 基 準 額）

ー 種 類 種類支給限度基準額

認定審査会 意見及 ー 種類 指定

給

付

制

限

内 容 期 間
開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日

居宅介護支援事業者又 介護予防支援事業者及 事業所 名称

届出年月日

届出年月日

届出年月日
介 護 保 険 施 設 等

入所等 退所等

入所等 退所等

年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日～ 年 月 日

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

１

（一）

介 護 保 険 被 保 険 者 証

被

保

険

者

番 号

住 所

氏 名

生年月日

交付年月日

保険者番号

年 月 日

年 月 日

フリガナ カイゴ ハナコ

並 保険者

名称及 印

びに

の び

区 ーコ ド

性
別

京 都 市

※裏面には注意事項が記載されています。よく読んでおきましょう。※住所・氏名・生年月日など記載事項に間違いがないかを確認しましょう。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2 6 1 0 4 0

京都市中京区烏丸御池下る虎屋町５６６‐１

昭和 5 5 6 女

平成 24 4 1

介護　花子

１６

要介護１

16,580単位

○○○居宅介護支援事業所

平成 24 4 1 平成 25 3 31

平成 24 4 1 平成 25 3 31

平成 24 2 20

 24 3 20

① ② ③

要介護（要支援）
認定を受けると、
②と③の記入欄に、
次のように記載
されます。

要介護状態区分（要支援
1・2、要介護1～5）が記
載されます。

市町村が認定を行った
年月日が記載されます。

保険料の滞納により、給付制限を受けている
場合に記載されます。（内容は３9ページ参照）

介護予防サービス計
画・介護サービス計画
を作成する事業所名
などが記載されます。
計画を自分で作成し
た場合、「自己作成」と
記載されます。

施設サービスを利用
するとき、介護保険
施設などで施設の種
類や名称、入退所年
月日を記載します。

認定結果の有効期間が記
載されます。

要介護度に応じた１か月
分の支給限度基準額が記
載されます。

サービスの種類ごとに支
給限度基準額を設ける場
合に記載されます。

必要により、介護認定審査会からの意見
が記載されます。サービスの種類の指定
が行われたときは、利用できるサービス
は、指定されたサービスに限定されます。

見 本
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介
か い

護
ご

保
ほ

険
け ん

の届
とどけ

出
で

が必
ひ つ よ う

要なときは
原則として介護保険に加入するための手続は必要ありま
せんが、次のようなときは、お住まいの区の区役所・支
所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京
北出張所福祉担当へ届出が必要です。

●市外へ転出しようとするとき
お住まいの区の区役所・支所、京北地域にお住
まいの方は右京区役所京北出張所で発行する受
給資格証明書を添えて、転入後14日以内に転
入先の市町村に申請すると、京都市での要介護
認定の効力が引き継がれます。

●市外から転入したとき
●市内で住所が変わったとき
お住まいの区を変わられたときは、新しい住所の
区の区役所・支所、京北地域にお住まいの方は
右京区役所京北出張所に届け出てください。

●�京都市外の介護保険施設や養護老人ホーム
等に入所するために住所が変わったときや、
既に入所していて住所が変わったとき

●医療保険資格を喪失したとき
（第2号被保険者のみ）

●次の施設への入所・退所を行ったとき
入所者は、介護保険の被保険者とならず、障害
者施策などの適用を受けます。
①•指定障害者支援施設（生活介護と施設入所支
援の支給決定を受けているものに限る。）

②障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）
③重症心身障害児施設
④厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤•国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が
設置する施設

⑥ハンセン病療養所
⑦救護施設
⑧被災労働者の援護に係る施設
⑨•指定障害福祉サービス事業者で療養介護を行
う病院（療養介護を行うものに限る。）

●死亡したとき
●氏名が変わったとき

※現在お持ちの被保険者証等は、届出時に提出してください。
※�区役所・支所市民窓口課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所市民窓口担当で住所変更などの
手続をされた後に、介護保険の手続（窓口は81・82ページ参照）をしてください。



要支援・要介護と認定された
方は、介護保険のサービスを
利用することができます。要
支援・要介護状態の区分に応
じて利用できるサービス量や
利用限度額などが決められて
います。

要
支
援
・
要
介
護
状
態
の
区
分

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

非該当（自立）

5 認　定

サービスの
利用
サービスの
利用

介護サービス計画
（ケアプラン）の作成
（居宅介護支援事業所等）

利用者負担は？
３2ページをご覧ください。

調査員が家庭などを訪れ、心
身の状態などについておうか
がいします。

介護を必要とするかどうか、
また、どの程度の介護を必要
とするかなどについて、保健・
医療・福祉の学識経験者によ
って、審査・判定を行います。

申　請 要介護認定
お住まいの区の区役所・支所福
祉介護課、京北地域にお住まい
の方は右京区役所京北出張所
福祉担当（81・82ページ参照）
で申請してください。

かかりつけ医がおられない場
合は、お住まいの区の区役所・
支所福祉介護課、京北地域に
お住まいの方は右京区役所京
北出張所福祉担当（81・82ペ
ージ参照）でご相談ください。

認定結果の通知は？
原則として申請から３０日以内に
通知されます。
※認定結果などに不服がある場合は、
審査請求を行うことができます。

生活機能の
チェック
※基本健康診査
（生活機能評価）

介護予防プログラムを
受けることが望ましいと
判断された方

介護予防サービス
計画の作成
 高齢サポート

通所型介護予防事業
訪問型介護予防事業

1

2 訪問調査

4 審査・判定
（京都市介護認定審査会）

サービスを提供する事業者
から「重要事項説明書」を受
け取り、十分説明を受け、契
約を結びます。

7 サービスの
契約

6 要介護1～5の方

3 かかりつけ医の
意見書

介護予防サービス計画
（介護予防ケアプラン）の作成

（　　　　　　　　　　）

6 要支援1・2の方

非該当と認定された方

●介護予防事業（地域支援事業） …５3ページ

●介護保険の対象とならない方への介護予防・生活支援サービス…４8ページ

介護サービス

8 要介護1～5の方

介護予防サービス

8 要支援1・2の方

介護サービス・介護予防サービスを利用することはできませんが、次の事業を利用できる場合があります。

申請を行う方
・ご本人又はご家族
・高齢サポート（地域包括
支援センター）、指定居宅
介護支援事業者、介護
保険施設などに申請を
代行してもらうことも
できます。

申請に必要な書類
①要介護認定等申請書
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証
　（第2号被保険者のみ）

高齢サポート
（地域包括支援センター）
介護予防支援事業所等

16

サービスの利
り

用
よ う

手
て

続
つづき 介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「要

介護認定」を受ける必要があります。
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要支援・要介護と認定された
方は、介護保険のサービスを
利用することができます。要
支援・要介護状態の区分に応
じて利用できるサービス量や
利用限度額などが決められて
います。

要
支
援
・
要
介
護
状
態
の
区
分

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

非該当（自立）

5 認　定

サービスの
利用
サービスの
利用

介護サービス計画
（ケアプラン）の作成
（居宅介護支援事業所等）

利用者負担は？
３2ページをご覧ください。

調査員が家庭などを訪れ、心
身の状態などについておうか
がいします。

介護を必要とするかどうか、
また、どの程度の介護を必要
とするかなどについて、保健・
医療・福祉の学識経験者によ
って、審査・判定を行います。

申　請 要介護認定
お住まいの区の区役所・支所福
祉介護課、京北地域にお住まい
の方は右京区役所京北出張所
福祉担当（81・82ページ参照）
で申請してください。

かかりつけ医がおられない場
合は、お住まいの区の区役所・
支所福祉介護課、京北地域に
お住まいの方は右京区役所京
北出張所福祉担当（81・82ペ
ージ参照）でご相談ください。

認定結果の通知は？
原則として申請から３０日以内に
通知されます。
※認定結果などに不服がある場合は、
審査請求を行うことができます。

生活機能の
チェック
※基本健康診査
（生活機能評価）

介護予防プログラムを
受けることが望ましいと
判断された方

介護予防サービス
計画の作成
 高齢サポート

通所型介護予防事業
訪問型介護予防事業

1

2 訪問調査

4 審査・判定
（京都市介護認定審査会）

サービスを提供する事業者
から「重要事項説明書」を受
け取り、十分説明を受け、契
約を結びます。

7 サービスの
契約

6 要介護1～5の方

3 かかりつけ医の
意見書

介護予防サービス計画
（介護予防ケアプラン）の作成

（　　　　　　　　　　）

6 要支援1・2の方

非該当と認定された方

●介護予防事業（地域支援事業） …５3ページ

●介護保険の対象とならない方への介護予防・生活支援サービス…４8ページ

介護サービス

8 要介護1～5の方

介護予防サービス

8 要支援1・2の方

介護サービス・介護予防サービスを利用することはできませんが、次の事業を利用できる場合があります。

申請を行う方
・ご本人又はご家族
・高齢サポート（地域包括
支援センター）、指定居宅
介護支援事業者、介護
保険施設などに申請を
代行してもらうことも
できます。

申請に必要な書類
①要介護認定等申請書
②介護保険被保険者証
③医療保険被保険者証
　（第2号被保険者のみ）

高齢サポート
（地域包括支援センター）
介護予防支援事業所等

介護サービスの利用手続
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介
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ご

予
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サービス計
けい

画
かく

（介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

ケアプラン）とは？ 〈要支援1・2の方〉

お住まいの学区を担当する高齢サポート（地域包括支援センター）の保健師などが作成します。
（ご本人が自分で作成することもできます。）

介護予防サービス計画・介護サービス計画について
●作成費用…利用者の自己負担はありません。介護保険から全額給付されます。
●介護予防サービス計画・介護サービス計画を、ご本人が自分で作成される場合は、お住まいの区の区役所・支所福
祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当（81・82ページ参照）に届け出てください。

介護保険サービス 介護保険以外の支援・サービス等

介護予防

要支援2の方の例

介護予防訪問介護
家に閉じこもりがちだっ
たので、自分で献立を考
え、ヘルパーと一緒に食
材の買い物に行きます。

家族の支援
週に1回は、家族が来て、掃除を手伝います。
自分自身で行うこと
介護予防通所介護で習った体操を、毎日１０分、
家でも行うよう心がけます。
介護保険以外のサービス
食事を作ることが困難なので、栄養のバランス
のとれた昼食を届けてもらいます。

「できること」を増やし、住みなれた地域で
いつまでもいきいきと暮らすことを目指します。

そこで

介護予防通所介護
長時間歩くことに自信を
つけるために、専門家に
よる体力測定、ストレッ
チ、転倒予防の体操など
を行います。

最近足腰が弱くなったため、
外出することがおっくうになり
料理やそうじ、洗濯が
つらくなってきました。



通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

訪問看護

訪問介護 訪問介護 訪問介護 訪問介護

午

　前

午

　後

 月 火 水 木 金 土 日

上記以外の
介護保険サービス

介護保険以外の
サービス

福祉用具購入
　（ポータブルトイレ）

配食サービス（水・金を除く毎日1食、昼食時）

脳梗塞の再発予防のた
めの身体の観察、居室内
での移動練習などを看護
師が行います。

歩く練習もかねて、食材の
買い物は一緒に行きます。
調理は、少しずつ自分でで
きるよう練習していますが、
できないところはホームヘ
ルパーと一緒に作ります。

夜間、トイレに行くときに転
倒するといけないので、ポー
タブルトイレを購入しました。

栄養バランスの改善のため、
昼食の配食を依頼しました。

歩行機能の向上や生活
動作の回復を図るため
に、理学療法士による訓
練を受けます。

要介護3の方の例

通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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介
かい

護
ご

サービス計
けいかく

画（ケアプラン）とは？ 〈要介護1〜5の方〉

居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）などが作成します。
（ご本人が自分で作成することもできます。）

介護支援専門員（ケアマネジャー）とは？
介護を必要とする高齢者が、自立した生活を送るための援助に関する専門家です。•�
どの事業者のどんなサービスを利用するかについて、相談を受けます。•�
利用者の立場にたち、市町村やサービス提供事業者、介護保険施設との連絡・調整を行います。•�
ご本人やご家族から依頼があれば、要介護認定の申請代行を行います。•�
※ご本人の意向によって、ケアマネジャーを変更することもできます。

ケアプランを作るときに
自立支援のために必要なサービスであっても、利用の仕方によっては、また、単に楽
だからという理由で必要性の乏しいサービスを利用していては、かえって心身の能力
を低下させ、日常生活を送るうえで不自由になったり、家族の介護負担を重くするこ
とさえあります。
ケアマネジャーは、ご本人の生活機能の維持・向上のことを考えて、ご希望と違う提
案をするかもしれませんが、自立した生活への復帰や要介護状態の悪化の予防に役
立つかどうか、ご家族を含めて十分に話し合い、ケアプランを作ることが大切です。



※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。20

介
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できるサービス
サービス1回（日）あたりの利用料（＝介護費用の1割）
は、京都市内の事業所を利用した場合で、かつ、各種加
算のない場合の、おおよその金額です。目安としてお考
えください。サービスによっては、食費、滞在費など、
別途、費用が必要な場合があります。

ホームヘルパーがご家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や日常生活の手助けをします。
■サービスの内容（介護予防訪問介護には、「身体介護」「生活援助」の区別はありません。）

■訪問介護1回あたりの利用料

■介護予防訪問介護1月あたりの利用料〈月単位の定額報酬〉

訪
ほ う も ん

問介
か い

護
ご

・介
か い

護
ご

予
よ

防
ぼ う

訪
ほ う も ん

問介
か い

護
ご

（ホームヘルプサービス）

居宅系 サービス

要介護1〜5の方 要支援1・2の方

〜介護予防訪問介護、介護予防通所介護、
介護予防通所リハビリテーションの介護報酬の設定について〜

軽度者の状態を踏まえつつ、自立支援の観点に立った効果的・効率的
なサービス提供体制を確保し、目標志向型のサービス提供を推進する
観点から、できる限りサービス提供事業所の創意工夫が活かされるよ
う、月単位の包括的な設定とされています。

▼身体介護の場合

20分未満 20分以上
30分未満

30分以上
60分未満

60分以上
90分未満

以降
30分毎

190円 283円 448円 650円 92円加算

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※

▼生活援助の場合
20分以上
45分未満 45分以上

212円 261円

同左※

週1回程度 週2回程度 週2回程度を超える場合
介護予防訪問介護 1,358円 2,716円 4,307円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
身体介護・生活援助の区分はありません。※
1か月間に複数の事業所を利用することはできません。※

身 体 介 護 着替・排せつ・入浴のお世話などの身体に直接触れる介護や、自立支援のための見守
りを行います。

生 活 援 助 調理・洗濯・掃除など日常生活の援助を行います。

◆生活援助を利用できるのは、次の場合です。
利用者がひとり暮らしの場合•�
利用者の家族が障害や疾病などの場合•�
利用者の家族が障害や疾病でなくても、•�
同様のやむを得ない事情により家事を行
うのが困難な場合

◆介護保険の対象とならないサービス
本人以外の部屋の掃除など、家族のた•�
めの家事
庭の草むしりなど、ホームヘルパーがやら•�
なくても日常生活に差し支えがないもの
大掃除など普段はやらないような家事•�

通院時乗降介助
（介護タクシー）

内 容

対 象 の 方
注 意 事 項

�ホームヘルパーの資格を持ったタクシーの運転手が、自宅から病院への通
院においてタクシーの乗り降りの介助に加え、自宅や病院内で必要な介助
を行います。
要介護1〜5と認定された方で、一人で通院することが困難な方など
・タクシーで移動している間は、介護保険の対象になりません。
・利用者の心身の状況を踏まえて、あらかじめ、ケアプランの中に介護タク
シーの利用が位置づけられていることが必要です。
・タクシー運賃を介護保険で補助しているものではありませんので、別途タク
シー運賃が必要となります。

※要支援1・2の
方は利用でき
ません。

▼通院時乗降介助の場合

片道

112円

同左※



要介護1〜5の方 要支援1・2の方

要介護1〜5の方 要支援1・2の方

21

家庭を訪問するサービス
—自宅でも、専門家の援助が受けられます—

居 宅 系
サ ー ビ ス

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。
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浴槽を積んだ入浴車でご家庭を訪問し、入
浴の介助を行います。

訪
ほ う も ん

問看
か ん

護
ご

・介
か い

護
ご

予
よ

防
ぼ う

訪
ほ う も ん

問看
か ん

護
ご

主治医の指示に基づいて、訪問看護
ステーションや病院・診療所の看護
師などがご家庭を訪問し、健康チェ
ックや療養上の世話などを行います。

20分未満 20分以上
30分未満

30分以上
60分未満

60分以上
90分未満

訪問看護ステーション 339円 505円 889円 1,218円
病院又は診療所 273円 408円 589円 1,868円

夜
や

間
か ん

対
た い お う が た

応型訪
ほ う も ん

問介
か い

護
ご

定
て い

期
き

巡
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回
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・随
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時
じ

対
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問介
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護
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看
か ん

護
ご

24時間安心して在宅での生活ができるよう
に、夜間の定期的な巡回訪問や、利用者な
どからの連絡に応じた随時訪問を組み合わ
せた、身のまわりの援助を行います。

定期的な巡回又は随時通報により居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の
対応その他の安心して生活が送れるようにするための援助を行います。
■1か月（30日）あたりの利用料

■サービスの利用料
　（オペレーションセンター設置の場合）

■サービス1回あたりの利用料

■サービス1回あたりの利用料

基本料金（1か月あたり） 1,113円
定期巡回（1回あたり） 424円
随時訪問（1回あたり） 646円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※

訪問入浴介護 1,363円
介護予防訪問入浴介護 930円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※

一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護
連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護・看護利用者 介護利用者
要介護1 10,316円 7,423円 7,423円
要介護2 15,491円 12,375円 12,375円
要介護3 23,058円 19,808円 19,808円
要介護4 28,165円 24,760円 24,760円
要介護5 33,885円 29,712円 29,712円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
連携型の事業所を利用される場合には、連携先の指定訪問看護事業所においても自己負担が必要です。※

要介護1〜5の方

要介護1〜5の方
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要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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家庭を訪問するサービス —自宅でも、専門家の援助が受けられます—
日帰りで利用するサービス —介護する家族の負担も軽くなります—

居 宅 系
サ ー ビ ス
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（デイサービス）
デイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、レクリエーションなどを行います。
■通所介護1回あたりの利用料（通常規模型の場合）

■介護予防通所介護1月あたりの利用料〈月単位の定額報酬〉

3時間以上
5時間未満

5時間以上
7時間未満

7時間以上
9時間未満

9時間以上
10時間未満

10時間以上
11時間未満

11時間以上
12時間未満

要介護1 480円 694円 788円 842円 895円 948円
要介護2 541円 807円 917円 970円 1,023円 1,077円
要介護3 601円 920円 1,052円 1,105円 1,158円 1,212円
要介護4 662円 1,033円 1,185円 1,239円 1,292円 1,345円
要介護5 722円 1,146円 1,319円 1,371円 1,425円 1,478円

上記の費用には、入浴介助加算分及び介護職員処遇改善加算分を含みます。※
上記の費用のほか、食費及び日常生活に要する費用（おむつ代など）の実費負担が必要です。※

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

要支援1 2,236円
要支援2 4,478円

左記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
各種の加算は含みません。※
左記の費用のほか、食費及び日常生活に要する費用※
（おむつ代など）の実費負担が必要です。
1か月間に複数の事業所を利用することはできません。※

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄
養士・歯科衛生士などがご家庭を訪問し、療
養上の管理、指導などを行います。

■サービス1回あたりの利用料
医師・歯科医師（月2回まで） 500円
看護師 400円※

病院又は診療所の薬剤師（原則月2回まで） 550円
薬局の薬剤師（原則月4回まで） 500円
管理栄養士（月2回まで） 530円
歯科衛生士（月4回まで） 350円

新規認定、更新認定又は区分変更認定に伴うサービス提供開※
始後、6か月の間に2回を限度とする。

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などがご家庭でリハビリテーション
を行います。
■サービス1回あたりの利用料 322円

自宅で専門家のリハビリが受けられます。



要介護1〜5の方

介護老人保健施設や医療施設で、機能訓練（リハビリテーション）などを行います。
■通所リハビリテーション1回あたりの利用料（通常規模の医療機関の場合）
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日帰りで利用するサービス
—介護する家族の負担も軽くなります—

居 宅 系
サ ー ビ ス

■介護予防通所リハビリテーション1月あたりの利用料〈月単位の定額報酬〉

通
つ う し ょ

所リハビリテーション（デイケア）

介
か い

護
ご

予
よ

防
ぼ う

通
つ う し ょ

所リハビリテーション（デイケア）

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

1時間以上
2時間未満

2時間以上
3時間未満

3時間以上
4時間未満

4時間以上
6時間未満

6時間以上
8時間未満

8時間以上
9時間未満

9時間以上
10時間未満

要介護1 343円 359円 468円 592円 774円 828円 881円
要介護2 376円 419円 551円 708円 935円 989円 1,043円
要介護3 408円 480円 633円 823円 1,094円 1,148円 1,202円
要介護4 440円 541円 716円 938円 1,257円 1,311円 1,365円
要介護5 472円 601円 799円 1,053円 1,417円 1,471円 1,525円

上記の費用には入浴介助加算分及び介護職員処遇改善加算分を含みます。※
上記の費用のほか、食費及び日常生活に要する費用（おむつ代など）の実費負担が必要です。※

要支援1 2,588円
要支援2 5,180円

左記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
各種の加算は含みません。※
左記の費用のほか、食費及び日常生活に要する費用※
（おむつ代など）の実費負担が必要です。
1か月間に複数の事業所を利用することはできません。※

要支援1・2の方

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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認知症の方にデイサービスセンターなどに通っていただき、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。
■サービス1回あたりの利用料（単独型の場合）

3時間以上
5時間未満

5時間以上
7時間未満

7時間以上
9時間未満

9時間以上
10時間未満

10時間以上
11時間未満

11時間以上
12時間未満

要支援1 613円 903円 1,021円 1,075円 1,129円 1,184円
要支援2 673円 1,003円 1,135円 1,189円 1,243円 1,298円
要介護1 695円 1,036円 1,173円 1,227円 1,281円 1,336円
要介護2 758円 1,141円 1,294円 1,348円 1,401円 1,456円
要介護3 823円 1,245円 1,415円 1,469円 1,524円 1,578円
要介護4 889円 1,351円 1,536円 1,590円 1,645円 1,699円
要介護5 952円 1,456円 1,658円 1,713円 1,766円 1,821円

上記の費用には入浴介助加算分及び介護職員処遇改善加算分を含みます。※
上記の費用のほか、食費及び日常生活に要する費用（おむつ代など）の実費負担が必要です。※
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日帰りで利用するサービス —介護する家族の負担も軽くなります—
短期入所サービス —少しの間、家庭での介護が困難な時に利用します—

居 宅 系
サ ー ビ ス

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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  （ショートステイ）
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所していただき、その施設で、
入浴・排せつ・食事などの日常生活の介護や機能訓練などを行います。
■サービス1日あたりの利用料
　（介護老人福祉施設に併設で、多床室の場合）

1割負担額 食費
（基準費用額）

滞在費
（基準費用額）

合計

要支援1 534円

1,380円
（課税の場合）

320円
（多床室の場合）

2,234円
要支援2 658円 2,358円
要介護1 731円 2,431円
要介護2 805円 2,505円
要介護3 881円 2,581円
要介護4 954円 2,654円
要介護5 1,028円 2,728円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契約により決まるため、施設ごとに異なります。また、低所得の方に対しては負担軽※
減されることがあります（33ページをご覧ください）。
上記費用のほか、施設の体制等に応じた加算分の1割負担及び日常生活費などの実費負担があります。※
おむつ代は介護保険の給付費に含まれますので、実費負担はありません。※

■1か月（30日）あたりの利用料
要介護1 14,572円
要介護2 19,953円
要介護3 27,606円
要介護4 31,163円
要介護5 35,106円

右記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
右記の費用のほか、食費、宿泊費及び日常生活に要す※
る費用（おむつ代など）の実費負担が必要です。

複
ふ く ご う が た

合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み
合わせたサービスを提供します。　

要介護1〜5の方（要
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要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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利用者の心身の状態や希望などに応じて、
「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合
わせたサービスを提供します。

■1か月（30日）あたりの利用料
要支援1 4,914円
要支援2 8,790円
要介護1 12,565円
要介護2 17,947円
要介護3 25,599円
要介護4 28,139円
要介護5 30,913円

右記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
右記の費用のほか、食費、宿泊費及び日常生活に要す※
る費用（おむつ代など）の実費負担が必要です。
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—少しの間、家庭での介護が困難な時に利用します— 短期入所サービス
—自宅での生活を過ごしやすくするために— 在宅介護の環境を整えるサービス

居 宅 系
サ ー ビ ス

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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  （ショートステイ）
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所していただき、医師や
看護師などの医学的管理のもと、看護や機能訓練、日常生活の介護などを行います。
■サービス1日あたりの利用料（介護老人保健施設に併設で、多床室の場合）

1割負担額 食費
（基準費用額）

滞在費
（基準費用額）

合計

要支援1 649円

1,380円
（課税の場合）

320円
（多床室の場合）

2,349円
要支援2 812円 2,512円
要介護1 876円 2,576円
要介護2 927円 2,627円
要介護3 994円 2,694円
要介護4 1,051円 2,751円
要介護5 1,107円 2,807円

左記の費用には介護職員処遇改善加算分※
を含みます。
実際の食費・居住費は、利用者と施設との��※
契約により決まるため、施設ごとに異なります。
また、低所得の方に対しては負担軽減される�
ことがあります（33ページをご覧ください）。
左記費用のほか、施設の体制等に応じた加※
算分の1割負担及び日常生活費などの実費
負担があります。
おむつ代は介護保険の給付費に含まれます※
ので、実費負担はありません。

要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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心身の機能が低下し、日常生活を送るのに支障がある場合に、自宅で過ごしやすくするための福祉用具や
機能訓練のための福祉用具を借りることができます。
■都道府県等の指定した事業者が貸出しを行います。
■貸与種目 ◆車いす※

 ◆車いす付属品※
 ◆特殊寝台※
 ◆特殊寝台付属品※
 ◆床ずれ防止用具※
 ◆体位変換器※
 ◆手すり（工事を伴わないもの）
 ◆スロープ（工事を伴わないもの）
 ◆歩行器
 ◆歩行補助つえ
 ◆認知症老人徘徊感知機器※
 ◆移動用リフト（つり具の部分を除く）※
 ◆自動排泄処理装置※

詳しくは、担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の高齢サポート（地域包括支援センター）、お住
まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にお問
い合わせください。

■利用料� ・福祉用具貸与にかかる費用は、各事業者がそれぞれ設定します。
� ・利用者の自己負担額は、それぞれの費用の1割です。

特殊寝台

特殊寝台
付属品

車いす

※ 要支援1・2及び要介護1の方（便吸引機能を有する自動排泄処理装置においては要支援1・
2及び要介護1～3の方）は、一定の場合を除き、原則として給付対象外です。

・�同一の商品であっても、事業者によって費用が異なりますので、複数の事業者を比較して選
択することをお勧めします。

主に医学的配慮が
必要な方が対象です。

歩行補助つえ歩行器



要介護1〜5の方 要支援1・2の方
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直接肌に触れて使用する入浴用や排せつ用の用具など、貸与になじまない福祉用具（特定福祉用具）につい
て、購入費の9割分を支給します（1割分は自己負担になります。）。
■都道府県等の指定した事業者で購入していない場合は支給対象となりません。
■支給対象となる福祉用具

◆腰掛便座
◆ 自動排泄処理装置の
交換可能部品

◆入浴補助用具
◆簡易浴槽
◆移動用リフトのつり具の部分

■支給申請に必要な書類
●申請書
●被保険者証
●領収証
●購入した福祉用具を確認できるパンフレット類
●購入が必要な理由書（ケアマネジャーなどが作成します。）

■支給方法
いったん費用の全額をお支払いただいた後、申請に基づき審査を行い、自己負担分（1割分）を除く9割分を
保険から支給します。
※�平成24年中に、利用者から委任を受けた販売業者に市が9割分を直接支払う受領委任払制度を導入す
る予定です。

■限度額
支給の対象になる購入費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、年間10万円です（支給額
は9万円まで）。10万円を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担になります。

26

在宅介護の環境を整えるサービス
—自宅での生活を過ごしやすくするために—

居 宅 系
サ ー ビ ス

入浴補助用具

腰掛便座

福祉用具で「できる」ことを増やすために 〜自立した生活に向けて〜

福祉用具を上手に使うことで、誰かの力を借りなければできなかった日常生活のいろいろなことが、自分の力ででき
るようになることは、何ものにも代えがたい喜びや満足となるはずです。

便利な福祉用具も安易な利用や体に合わないものを利用することにより、かえって自立を損なってしまうことがあります。
また、体に合っていない福祉用具を使用することで、かえって関節などに痛みを生じるなどの症状を発生させるおそれがあ
ることにも注意が必要です。何が本当に自分のためになるのかをよく考えて、上手にサービスを利用しましょう。

〈適切な福祉用具を選ぶために〉
利用者の体格や体の状態などに合った福祉用具を利用するためには専門的な知識が必要ですので、

事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の高齢サポートなどにご相談ください。
また、次のところでも福祉用具についての相談を行っていますので、ご相談ください。

〇京都市介護実習・普及センター …………………………………………………………（詳細は47ページ）
〇京都市長寿すこやかセンター ………………………………………………………………（詳細は80ページ）

以下の5種目と定められています。該当しない場合は、9割分の支給はできません
ので、購入する前に、担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担当の高齢サポー
ト（地域包括支援センター）、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域
にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にお問い合せください。

同一の商品であっても、事業者によって購入の費用が異なりますので、複数の事業者を比較して選択す
ることをお勧めします。
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在宅介護の環境を整えるサービス
—自宅での生活を過ごしやすくするために—

居 宅 系
サ ー ビ ス

要介護1〜5の方 要支援1・2の方

住
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修
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費
ひ

の支
し

給
きゅう

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付けや段差の解消など、身体状況に配慮した住宅の改修に
かかる費用について、その9割分を支給します（1割分は自己負担になります。）。なお、保険給付を受ける
ためには、工事着工前にお住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所
京北出張所福祉担当へ必要書類を提出し、改修内容等について確認を受ける必要があります。
■支給対象となる工事（6種類）

◆手すりの取付け
◆段差の解消
◆ 滑り防止や円滑に移動する
ためなどの床又は通路面
の材料の変更

◆引き戸などへの扉の取替え
◆洋式便器などへの便器の取替え
◆その他上記の工事に伴って必要な工事

■工事を行う前に提出が必要な書類
●申請書
●被保険者証
●見積書　
●改修前の写真（日付の入ったもの）
●住宅改修箇所見取図　
●�住宅改修が必要な理由書（ケアマネジャーなどが作成します）

■工事完了後に必要な書類
●�住宅改修費事前申請確認のお知らせ（受領委任払いを利用
の場合は「承認決定通知書」）
●領収証
●改修後の写真（日付の入ったもの）
●工事費内訳書

■支給方法
　償還払いと受領委任払いのいずれかを選択して利用できます。
　◆償　還　払　い：�工事完了後にいったん費用の全額をお支払いいただいた後、自己負担分（1割分）を除く9

割分を保険から支給します。
　◆受領委任払い：�工事の完了後に利用者は、自己負担分（1割分）のみをお支払いいただきます。保険給付分

（9割分）は、利用者から委任を受けた事業者に、市から直接支払います（「住宅改修費の
受領に関する委任状」が必要となります。）。

■限度額
支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護状態の区分にかかわらず、1住居・1人の認定者あ
たり20万円です（支給額は18万円まで）。20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全
額自己負担になります。
住宅改修費支給後に、転居した場合や要介護度が3段階以上高くなった場合には、再度限度額まで利用で
きる場合があります。

以下の6種類の工事以外は、介護保険の給付対象にはなりません。また、工事
の着工前に申請が必要となりますので、事前に担当のケアマネジャー又はお住ま
いの学区担当の高齢サポート（地域包括支援センター）にご相談いただくか、お住
まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京
北出張所福祉担当にお問い合わせください。

滑り止めのための
表面加工

スロープの取付け
（固定する場合）

手すりの取付け

詳しくは高齢サポート、居宅介護支援事業
所又は、お住まいの区の区役所・支所福
祉介護課、京北地域にお住まいの方は右
京区役所京北出張所福祉担当にお問い合
わせください。
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在宅での介護が困難な人へ施設・居住系
サ ー ビ ス

介
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人ホーム）
日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方に、日常生活の介護、健康管理などを行います。
■1か月（30日）あたりの利用料（多床室の場合）

■1か月（30日）あたりの利用料（個室・ユニットケア施設の場合）

■下記の利用料のほかに、施設の体制等に応じた加算分の1割負担や理美容代など日常生活に要する費用やレクリエ
ーション費などの実費負担があります。
■おむつ代は介護保険の給付費に含まれますので、実費負担はありません。

施設・居住系 サービス

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

1割負担額 食費（基準費用額） 居住費（基準費用額） 合計
要介護1 20,250円

41,400円※

（1日あたり 1,380円）
（課税の場合）

9,600円※

（1日あたり 320円）

71,250円
要介護2 22,470円 73,470円
要介護3 24,750円 75,750円
要介護4 26,970円 77,970円
要介護5 29,160円 80,160円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契約により決まるため、施設ごとに異なります。また、低所得の方に対しては負担軽※
減されることがあります（33ページをご覧ください）。

1割負担額 食費（基準費用額） 居住費（基準費用額） 合計
要介護1 21,180円

41,400円※

（1日あたり 1,380円）
（課税の場合）

59,100円※

（1日あたり 1,970円）

121,680円
要介護2 23,430円 123,930円
要介護3 25,770円 126,270円
要介護4 28,050円 128,550円
要介護5 30,270円 130,770円

上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契約により決まるため、施設ごとに異なります。また、低所得の方に対しては負担軽※
減されることがあります（33ページをご覧ください）。
上記の利用料のほかに、施設の体制等に応じた加算分の1割負担や理美容代など日常生活に要する費用やレクリエーション※
費などの実費負担があります。

入所者の決定は、「京都市介護老人福祉施設入所
指針」により、入所の必要性の高い方からとなり、い
わゆる「申込順」ではありません。
「入所申込書」に添付し提出する「優先入所に関する
評価票」等に基づき、施設が設置する入所検討委員
会で、入所申込者の介護の必要の程度及び家族の

状況などを総合的に勘案したうえで、入所の必要性の
高い方から入所を決定します。

※入所申込みに関するお問い合わせは、直接入所希望
施設まで（89・90ページをご覧ください。）。

市内の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への入所について

（一覧は、89・90ページ）
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在宅での介護が困難な人へ 施設・居住系
サ ー ビ ス

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。
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）
医学的管理の下での介護、看護、機能訓練、その他必要な医療などを行い、家庭での生活に戻れるよう支
援します。
■1か月（30日）あたりの利用料（多床室の場合）
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等）
長期療養が必要な方に、療養病床などの介護体制が整った医療施設で、看護、医学的管理下での介護、
その他必要な医療などを提供します。
■1か月（30日）あたりの利用料（多床室の場合）

1割負担額 食費
（基準費用額）

居住費
（基準費用額）

合計

要介護1 25,020円
41,400円※

（1日あたり 
1,380円）

（課税の場合）

9,600円※

（1日あたり 
320円）

76,020円
要介護2 26,580円 77,580円
要介護3 28,530円 79,530円
要介護4 30,240円 81,240円
要介護5 31,920円 82,920円

1割負担額 食費
（基準費用額）

居住費
（基準費用額）

合計

要介護1 24,720円
 41,400円※

（1日あたり 
1,380円）

（課税の場合）

 9,600円※

（1日あたり 
320円）

75,720円
要介護2 28,140円 79,140円
要介護3 35,490円 86,490円
要介護4 38,640円 89,640円
要介護5 41,490円 92,490円

（一覧は、90・91ページ）

（一覧は、91ページ）
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定員29人以下の介護老人福祉施設において、日常生活で常に介護が必要で在宅での介護が困難な方に、
日常生活の介護、健康管理などを行います。
■1か月（30日）あたりの利用料

1割負担額 食費
（基準費用額）

居住費
（基準費用額）

合計

要介護1 21,176円
41,400円※

（1日あたり
1,380円）

（課税の場合）

59,100円※

（1日あたり
1,970円）

121,676円
要介護2 23,426円 123,926円
要介護3 25,772円 126,272円
要介護4 28,021円 128,521円
要介護5 30,239円 130,739円

要介護1〜5の方（要
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要介護1〜5の方（要
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要介護1〜5の方（要
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支
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1・2の方
かた
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用
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左記の費用には介護職員処遇改善加算分※
を含みます。
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契※
約により決まるため、施設ごとに異なります。ま
た、低所得の方に対しては負担軽減されるこ
とがあります（33ページをご覧ください）。
左記の利用料のほかに、施設の体制等に応※
じた加算分の1割負担や理美容代など日常
生活に要する費用やレクリエーション費など
の実費負担があります。

左記の費用には介護職員処遇改善加算分※
を含みます。
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契※
約により決まるため、施設ごとに異なります。ま
た、低所得の方に対しては負担軽減されるこ
とがあります（33ページをご覧ください）。

左記の費用には介護職員処遇改善加算分※
を含みます。
実際の食費・居住費は、利用者と施設との契※
約により決まるため、施設ごとに異なります。ま
た、低所得の方に対しては負担軽減されるこ
とがあります（33ページをご覧ください）。

（一覧は、89・90ページ）



自宅での生活が不安な高齢者のための施設（有料老人ホームやケアハウスなど）に入所している方が介護が
必要になったときに、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練や療養上の世話などを行います。
■すべての有料老人ホームやケアハウスなどが介護サービスを提供できるわけではありません。「特定施設入居

者生活介護」として都道府県等から指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどに限ります。
■1か月（30日）あたりの利用料

■施設から委託を受けた居宅サービス事業者がサービスを提供する「外部サービス利用型」の特定施設入居者
生活介護もあります。

要介護1〜5の方

要支援1・2の方

30

その他のサービス施設・居住系
サ ー ビ ス

要支援1 6,329円
要支援2 14,628円
要介護1 18,083円
要介護2 20,279円
要介護3 22,604円
要介護4 24,799円
要介護5 27,060円
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※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

左記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
左記費用のほか、介護保険対象外の介護サービス費用、おむつ代、家賃に※
相当する額などの負担があります。

（一覧は、89ページ）
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地域の特性を生かしたサービス 施設・居住系
サ ー ビ ス

要介護1〜5の方

※利用料金は一定の条件のもとで算定したものです。目安としてお考えください。

左記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
左記費用のほか、介護保険対象外の介護サービス費用、おむつ代、家賃に※
相当する額などの負担があります。

左記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。※
左記費用のほか、食材料費、おむつ代、理美容代、家賃、光熱水費などの実※
費負担があります。

認
に ん

知
ち

症
しょう

対
た い お う が た

応型共
きょう

同
ど う

生
せ い か つ

活介
か い

護
ご

（認
にん

知
ち

症
しょう

高
こうれいしゃ

齢者グループホーム）

介
か い

護
ご

予
よ

防
ぼ う

認
に ん

知
ち

症
しょう

対
た い お う が た

応型共
きょう

同
ど う

生
せ い か つ

活介
か い

護
ご

（認
にん

知
ち

症
しょう

高
こうれいしゃ

齢者グループホーム）

少人数の認知症の高齢者がそれぞれ個室を持ち、家庭的な雰囲気の中で、介護職員の世話を受けながら
共同生活を行います。
■1か月（30日）あたりの利用料

要支援2 26,010円
要介護1 26,130円
要介護2 27,390円
要介護3 28,200円
要介護4 28,740円
要介護5 29,310円
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定員29人以下の有料老人ホームやケアハウスなどにおいて、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練を行
います。
■１か月（30日）あたりの利用料

要介護1〜5の方（要
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要介護1 18,083円
要介護2 20,279円
要介護3 22,604円
要介護4 24,799円
要介護5 27,060円

（一覧は、89ページ）

（一覧は、85・86ページ）



福祉用具購入費（特定福祉用具販売） 100,000円（年間） 要支援・要介護状態の
区分にかかわらず定額住宅改修費 200,000円（1住居・1人あたり）

かかった費用の1割は自己負担となりますので、介護保険から支給される限度額は、福祉用具購入費で9万円、住宅改修費で※
18万円です。
福祉用具購入費や住宅改修費の支給対象となる用具や改修の種類は、厚生労働省告示で定められています（詳しくは、26〜※
27ページをご覧ください。）。

在宅サービス（居宅サービス）では、介護保険から給付される利用限度額が決められています。
利用限度額を超えた分は、全額が利用者の自己負担になります。
サービスの種類や事業所が所在する地域によって、利用限度額が若干異なる場合があります。

■福祉用具購入費と住宅改修費の利用限度額

在
ざいたく

宅サービスを利
り

用
よう

したときの利
り

用
よう

者
しゃ

負
ふ

担
たん

○施設サービスを利用したときの利用者負担額は、①施設サービス費用の1割、②食費、③居住費、④日
常生活費などの合計となります。

　〈食費・居住費の基準費用額（月額の目安）〉
食費・居住費は施設と利用者の間で契約により決められますが、標準的な利用者負担額が定められています。
・食　費：約4.2万円
・居住費：ユニット型個室→約6万円、ユニット型準個室→約5万円、
　　　　従来型個室→特養：約3.5万円、老健：約5万円、療養型：約5万円、多床室→約1万円

○食費・居住費の負担の軽減や従来型個室利用時の経過措置については、33ページをご覧ください。

○利用者負担は、原則として、サービス費用の1割です。
○施設サービスなどを利用した場合は、別途、食費・居住費（滞在費）、日常生活費などが自己負担となります。

【食費・居住費（滞在費）が自己負担の対象となる介護サービス・介護予防サービス】

施
し

設
せつ

サービスを利
り

用
よう

したときの利
り

用
よう

者
しゃ

負
ふ

担
たん

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護　など

食費
居住費（滞在費）

通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護 食費
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について
利用者の負担は、かかったサービス費用の1割です。
施設サービスなどを利用した場合は、別に食費・居住費
などを負担します。

介護サービス
・

介護予防サービスの種類

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、
通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、
福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護　など

要支援
・

要介護
状態の区分

要支援1 4,970 単位／月（約 52,000円）
要支援2 10,400 単位／月（約110,000円）

要介護1 16,580 単位／月（約175,000円）
要介護2 19,480 単位／月（約206,000円）
要介護3 26,750 単位／月（約282,000円）
要介護4 30,600 単位／月（約323,000円）
要介護5 35,830 単位／月（約378,000円）
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の軽
け い げ ん

減について
介護保険では、利用者負担が著しく高額にならないため
のしくみがあります。

○介護保険施設入所者（短期入所を含む）などの食費・居住費（滞在費）については自己負担となります。
○低所得の方の施設利用が困難とならないよう、所得等に応じ、負担限度額が定められています。
○負担額の軽減認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

■対象となる介護サービス・介護予防サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
　※通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護は給付の対象となりません。

■負担の限度額（月額の目安）

■高齢夫婦世帯等の食費・居住費の軽減（市民税課税層における特例減額措置）
世帯に市民税の課税者がおられる方（利用者負担第4段階の方）は、特定入所者介護サービス費の支給
対象になりません。
ただし、高齢者のご夫婦などで、一方の方が施設のユニット型個室などを利用し、第4段階の食費・居住
費を負担されることによって、在宅で生活される配偶者等の方が生計困難にならないように、所得等に応
じて、食費・居住費が第3段階の額に減額される場合があります。

特
と く

定
て い

入
にゅう

所
し ょ

者
し ゃ

介
か い

護
ご

サービス費
ひ 介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減

申請が必要となりますので、詳しくは、利用されている施設や担当ケアマネジャー又はお住まいの学区
担当の高齢サポート（地域包括支援センター）、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域に
お住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にお問い合わせください。

〜従来型個室を利用するときの居住費についての経過措置〜　
介護保険施設の従来型個室を利用するときの居住費については、経過措置が設けられ、当面の
間、一定の要件に該当する場合には、多床室の金額となります。

介護保険サービスの利用料は、医療費と同様に、所得税や住民税の「医療費控除」の
対象となるものがあります。詳しくは、税務署でお尋ねください。

医療費控除の取扱いについて

利用者負担段階
食費の月額
の目安

（ ）は日額

居住費の月額の目安　（ ）は日額
ユニット型 従来型個室 多床室個 室 準個室

第1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を　
受給されている方など

1.0万円
（300円⁄日）

2.5万円
（820円⁄日）

1.5万円
（ 490円⁄日）

特 養1.0万円（ 320円⁄日）
老 健1.5万円（ 490円⁄日）
療養型1.5万円（ 490円⁄日）

0円

第2段階
市民税世帯非課税で合計所得金額と課税
年金※収入額の合計が80万円以下の方など
※障害年金・遺族年金等は含まれません。

1.2万円
（390円⁄日）

2.5万円
（820円⁄日）

1.5万円
（ 490円⁄日）

特 養1.3万円（ 420円⁄日）
老 健1.5万円（ 490円⁄日）
療養型1.5万円（ 490円⁄日）

1.0万円
（320円⁄日）

第3段階 市民税世帯非課税で第1段階・第2段階
に該当されない方など

2.0万円
（650円⁄日）

4.0万円
（1,310円⁄日）

4.0万円
（1,310円⁄日）

特 養2.5万円（ 820円⁄日）
老 健4.0万円（1,310円⁄日）
療養型4.0万円（1,310円⁄日）

1.0万円
（320円⁄日）

実際の負担額は日額で設定されます。※
特養＝介護老人福祉施設／老健＝介護老人保健施設／療養型＝介護療養型医療施設※
ユニット型個室＝共用リビングのある個室／ユニット型準個室＝面積や壁の条件がユニット型個室に一部満たないもの／※
従来型個室＝共用リビングのない個室／多床室＝4人部屋など

領収証はきちんと保管しておきましょう。
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利用者負担の軽減について

1割の自己負担額（月額）を世帯で合計した額が、一定の上限額を超えた場合、申請により、超えた額が払
い戻されます。

■高額介護サービス費の支給の可能性がある方には、京都市から「お知らせ」と支給申請書をお送りしています。
　※原則として申請は初回のみ行い、それ以降は高額介護サービス費が支給される場合でも申請手続は不要と
なります。

■介護保険施設利用者の方は払戻しを受けるまでの間、費用負担が高額となることから、京都府下の介
護保険施設の協力を得て、受領委任払制度を実施しています。この制度を利用すると、高額介護サー
ビス費が、京都市から施設に直接支払われるため、施設の窓口では自己負担上限額を支払うだけで済
みます。なお、受領委任払いの取扱施設については、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北
地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にお尋ねください。

高
こうがく

額介
かい

護
ご

サービス費
ひ

介護保険と医療保険における一定期間の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合に、一定の限度額を
超えた部分を支給することにより、世帯の負担軽減を図る制度です。8月1日から翌年7月31日までの一年
間における介護保険と医療保険の自己負担額の合計額が一定の上限額を超え、著しく高額になった場合、
申請により、上限を超えた額が払い戻されます。
■上限額（年額・世帯）

高
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利用者負担段階 自己負担上限額（月額）
第1段階 市民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている方など その方について15,000円
第2段階 市民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である方など その方について15,000円
第3段階 市民税世帯非課税で、第1段階・第2段階に該当されない方など 24,600円
第4段階 世帯に市民税の課税者がおられる方 37,200円

1割の利用者負担が高額になったとき

■申請に必要な書類�…�申請書、サービス利用料の領収証
■高額介護サービス費の支給額の計算に含めない費用
福祉用具購入費と住宅改修費の1割負担分
介護保険施設（短期入所を含む）での食費・居住費など保険給付外のサービスにかかった費用

後期高齢者医療制度
＋介護保険

被用者保険又は国保（世帯内の
70歳～74歳）＋介護保険

被用者保険又は国保（世帯内の
70歳未満）＋介護保険

現役並み所得者 67万円 67万円 126万円
一　　　　　般 56万円 56万円 67万円

低所得者
Ⅱ 31万円 31万円

34万円Ⅰ（個人） 19万円 19万円
Ⅰ（世帯） 31万円 31万円

現役並み所得者…概ね基礎控除後の所得が600万円を超える世帯※
区分Ⅱ…市民税非課税世帯で区分Ⅰ以外の世帯※
区分Ⅰ…市民税非課税世帯で世帯の全員の各所得が0円の世帯（雑所得での公的年金等控除額については80万円とする。）※
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利用者負担の軽減について

経済的にお困りの方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、1割の利用者負担や食費・居
住費について、その一部が軽減される場合があります。
軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要がありますので、お住まいの
区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当又は利用先の
施設等にお問い合わせください。
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人による利
り

用
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軽
けいげん

減

利用料の減免に関して次の経過措置があります。
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過
か

措
そ ち

置

災害や収入の著しい減少などの特別な理由により、利用料が一時的に払えないときは、減免される場合があ
りますので、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所
福祉担当でご相談ください。

利
り

用
よ う

料
りょう

の減
げんめん

免について

訪問介護（ホームヘルプサー
ビス）の利用料

障害者自立支援法によるホームヘルプサ
ービスを利用していた方のうち、自己負
担額が境界層該当として0円である方

利用料の自己負担が免除されます。

特別養護老人ホーム旧措置入所
者の利用料、食費・居住費負担

※ユニット型個室利用者の居住費
は対象外となります。

平成12年4月1日より前から特別養護老人
ホームに入所している方（旧措置入所者）

介護保険制度により、これまでの自己負
担を大きく上回らないように、収入等に応
じて、1割の自己負担や食費・居住費の
負担が減免される場合があります。

対象となるサービス種類
軽減の対象となる
利用者負担

対象者

※軽減を行う社会福祉法人のサービス
事業者からサービス提供を受ける方
のうち、市民税世帯非課税の方で、
次の①〜⑤のすべてを満たす方

訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護費 ①年間収入が単身世帯で150万円、

世帯員が1人増えるごとに50万円
を加算した額以下であること。

②預貯金等の額が単身世帯で350万
円、世帯員が1人増えるごとに100
万円を加算した額以下であること。

③日常生活に供する資産以外に活用
できる資産がないこと。

④負担能力のある親族等に扶養され
ていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護 介護費、食費

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 介護費、食費、滞在費

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型
居宅介護、複合型サービス 介護費、食費、宿泊費

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※旧措置入所者として減免を受けている方を除く

介護費、食費、居住費

介護費の利用者負担（一割負担）、食費、居住費等の利用者負担を75％に軽減します（老齢福祉年金を受給されている方は※
50％）。
生活保護受給者は居住費（滞在費）が全額軽減されます。※
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介護保険では、加入するすべての人に保険料を納めてい
ただきます。保険料は、第1号被保険者と第2号被保険
者とで、算定方法や納め方が異なります。
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です。

○第1号被保険者として保険料を納めるのはいつからですか？

65歳の誕生日の前日の属する月の分からです。
例えば� 6月1日生まれの方　⇒　5月分から（実際に納めるのは翌6月から開始）
� 6月2日生まれの方　⇒　6月分から（実際に納めるのは翌7月から開始）

○年度の途中で65歳になったり、京都市に転入したときは？

年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給されている方でも、当分の間は、「普通徴
収」となります。「特別徴収」に変更になる場合、京都市から通知します。

○保険料は毎月納めるのですか？

・特別徴収の方　⇒　偶数月の年金支払分から、1回あたりおよそ2か月分を年金から引き落とします。
・普通徴収の方　⇒　毎月納付していただきます。

普通徴収により金融機関又は郵便局の窓口で納められている方は、毎月納付に行く必要もなく、納め忘れ
のない口座振替のご利用をお勧めします。
●申込みは� 預金口座の金融機関の取扱店又はお近くの郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口で
●申込みに必要なものは� ①預金通帳又は貯金通帳
� ②口座届出印
� ③被保険者番号及び徴収番号がわかるもの（納入通知書など）

第1号被保険者（65歳以上の方） 第2号被保険者（40歳以上65歳未満の方）

保険料 所得段階区分に応じて算定します。
加入している医療保険の算定方法に基づいて計算
されます（給料・所得に応じて異なります）。

保険料の
納め方

・年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を
受給されている方（年度途中で65歳になられた方、
京都市に転入された方などを除く）
　⇒年金からの引落とし（特別徴収）

・特別徴収以外の方
　⇒納期ごとに納付書や口座振替により納付
 　 （普通徴収）

医療保険料として世帯主又は扶養者が一括して納付

医療保険料＝医療保険分＋介護保険分
（ 詳しくは、加入されている医療保険の保険者にお問
い合わせください。）

保険料は、所得税や住民税の「社会保険料控除」の対象となります。※
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毎年4月1日を基準日として、1年間（4月から翌年3月）の保険料を次の区分により算定します。
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平成24〜26年度の京都市の保険料の基準額は、65,280円（月額5,440円）です。
＊平成24〜26年度の3年間で、京都市全体で必要な介護保険サービスにかかる費用のうち、65歳以上の
方の保険料で負担すべき分を、京都市内にお住まいの65歳以上の方の総数（保険料率で補正した人数）
で割って算出しています。

＊3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせて、保険料も見直します（次回は平成27〜29年度）。

所 得 段 階 区 分 保険料率 年間保険料額
（月平均保険料額）

第 1段階
●本人が生活保護を受給している場合
● 本人が老齢福祉年金を受給し、本人及びすべての世帯員が市民
税非課税である場合 基準額 × 0.5 32,640円

（ 2,720円）
第 2段階

本人及びすべての世帯員が
市民税非課税の場合

（本人が単身の場合を含む） 本人の前年の合計
所得金額と前年中
の課税年金収入額
の合計額

80万円以下

第 3段階

80万円超
120万円以下 基準額 × 0.68 44,390円

（ 3,699円）

120万円超 基準額 × 0.75 48,960円
（ 4,080円）

第 4段階
本人が市民税非課税で
世帯員の中に市民税（減免前）
課税者がいる場合

80万円以下 基準額 × 0.9 58,752円
（ 4,896円）

80万円超 基準額 65,280円
（ 5,440円）

第 5段階

本人が
市民税（減免前）課税の場合

本人の前年の合計
所得金額

125万円以下 基準額 × 1.1 71,808円
（ 5,984円）

第 6段階 125万円超
190万円未満 基準額 × 1.35 88,128円

（ 7,344円）

第 7段階 190万円以上
400万円未満 基準額 × 1.6 104,448円

（ 8,704円）

第 8段階 400万円以上
700万円未満 基準額 × 1.85 120,768円

（10,064円）

第 9段階 700万円以上
1,000万円未満 基準額 × 2.1 137,088円

（11,424円）

第10段階 1,000万円以上 基準額 × 2.35 153,408円
（12,784円）

世帯員は4月1日現在の住民基本台帳の状況で判断します。※
■�課税・非課税は、京都市市税条例の減免規定の適用前で判断するため、市民税額が「0円」の方でも、課税として取扱われる場合
があります。
■実際に納めていただく保険料の年額は、10円未満の端数を切り捨てます。
■課税年金とは、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の公的年金等です。
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次のような事情により、保険料の納付が困難になった場合には、保険料が減額又は免除される場合があります。
減免を受けるには、申請書及び要件を確認できる書類を提出していただく必要があります。
詳しくは、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉
担当にご相談ください。

損害割合に基づく区分により、一定期間の保険料が免除されます。
必要な書類：�り災証明書

要　　　件： （次の�①、②両方の要件を満たす必要があります。）
� ①�主たる生計維持者の所得の年間見込額が、退職・失業・入院・死亡・事業の休廃止などにより、

前年所得の2分の1以下に減少していること
� ②�収入減少後の世帯状況により推計した所得段階区分が、現在の所得段階区分より低くなること
減額の内容：�現在の保険料額と新たに推計した保険料額との差額を減額します。
減額の適用：�原則として申請のあった月から年度末まで。
必要な書類：�（1）収入減少の原因がわかるもの　（2）直近3か月の収入のわかるもの

要　　　件：� �下表の要件1、2の両方を満たす方がそれぞれ表示の内容の減額を受けられます。

要件1 要件2 減額内容

保険料の所得段階区分が第1～ 3段階（軽減段階含
む。）の方で、世帯全員の前年の収入（仕送り等を含
む。）の合計額が次の額以下であること
● 1人世帯：60万円
　（世帯員が1人増えるごとに24万円を加算した額）

次の①～④をすべて満たす方

① 世帯の預貯金等（生命保険を除く。）
の合計額が次の額以下であること

　●1人世帯：240万円
　　（世帯員が1人増えるごとに

96万円を加算した額）
② 居住用以外の土地及び家屋を保有し
ていないこと

③ 他の世帯に属する者の所得税・市町村
民税の扶養親族になっていないこと
④ 他の世帯に属する者の医療保険の被
扶養者になっていないこと

介護保険料の
基準額×0.21　に減額

保険料の所得段階区分が第1～ 3段階（軽減段階含
む。）の方で、世帯全員の前年の収入（仕送り等を含
む。）の合計額が次の額の範囲であること
● 1人世帯：60万円超80万円以下
　（世帯員が1人増えるごとに32万円を加算した額）

介護保険料の
基準額×0.42　に減額

保険料の所得段階区分が第3段階（軽減段階含む。）
の方で、世帯全員の前年の収入（仕送り等を含む。）
の合計額が次の額の範囲であること
● 1人世帯：80万円超120万円以下
　（世帯員が1人増えるごとに48万円を加算した額）

介護保険料の
基準額×0.5　に減額

減額の適用：�原則として申請のあった月から年度末まで。
必要な書類：�� �上記要件を確認できる世帯全員分の書類（年金の源泉徴収票・給与の源泉徴収票・確定申告

書の控え・年金振込通知書・給与明細書等のいずれか、預貯金の通帳等、医療保険証）

火事・地震等の災害により著しく財産に損害を受けたとき 

主たる生計維持者が退職・休業したこと等により著しく所得が減少したとき 

経常的な低所得により保険料を納付することが困難であると認められるとき 
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特別な事情もなく保険料を滞納していると、次のような措置があります。

　保険料を滞納してから1年以上経過してしまったとき�

差押え等の滞納処分
納期限が過ぎた保険料に対しては、納期限経過後に督促状を送付します。督促状を受け取ってなお納付され
ない場合は、差押え等の滞納処分を行うことがあります。

　保険料を滞納してから1年6か月以上経過してしまったとき

介護保険で利用された介護サービスの費用の全額を利用者が一旦自己負担し、区役所・支所（京北出張
所管内にお住まいの方は京北出張所）で支給申請をしていただいたうえで、本来負担していただく分（サービ
ス費用の1割）を除いた残り（サービス費用の9割）をお返しするという支払い手続に変更します。

保険料には時効（2年）があり、その期間を過ぎると納付することができなくなります。時効となった期間等に応じ
て、自己負担割合が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等（34ページ参照）が支給され
なくなります。

介護保険で利用された介護サービスの費用の全額を利用者が一旦自己負担し、支給申請後も保険給付が
一時差し止めとなったり、なお滞納が続くと滞納分の保険料に充当することがあります。

【通常の支払方法】
1割

自己負担
9割

保険給付

  支払方法の変更

一旦全額を自己負担

1割
自己負担 申請により自己負担分以外（9割）が支給されます。

【通常の負担割合】
1割

自己負担
9割

保険給付から支給

  自己負担割合の変更

3割
自己負担

7割
保険給付から支給

一旦全額を自己負担

1割
自己負担 滞納保険料に充当 滞納保険料相当額以外が支給されます。

　保険料を滞納してから2年以上経過してしまったとき
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介護保険サービスを上手に利用するためには、納得でき
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について

介護保険サービスを利用す
るには、サービス提供事業
者との契約が必要です。
契約上のトラブルを防止す
るために、わからないとこ
ろ、疑問に思うことは、ど
んなことでもあらかじめ十
分に尋ね、契約は書面で行
いましょう。

介護保険を利用して行う住宅改修の悪質業者によるトラブルには
十分注意してください。

□「重要事項説明書」を受け取り、くわしく説明を受けましたか？

「重要事項説明書」とは

各事業者が、サービスを提供するにあたり利用者に交付することが義
務付けられているものです。
契約に際しては、サービスの内容や1割の負担額、実費負担額（日常
生活に要する費用等）などの利用料について「重要事項説明書」を受け
取り、十分に説明を受けてから同意することが必要です。

□事業所は都道府県又は市町村の指定を受けていますか？
□ホームヘルパーなど直接介護してくれる人は、資格を持っていますか？
□サービスの内容はよくわかりましたか？
　＊サービスの内容はあなたの希望を踏まえたものですか？
　＊サービスの回数や曜日などは、ハッキリしていますか？

□料金のしくみは、わかりやすく書いてありますか？
　＊保険給付の対象となるサービスの利用料について（自己負担は原則1割）

　＊保険給付の対象とならないサービスの利用料について（全額自己負担）

　＊体調不良などの理由でキャンセルした場合の取扱いについて

□契約する事業者には、苦情受付の窓口はありますか？
□サービスの内容や直接介護してくれる人の変更はできますか？
□事業者は、賠償保険に入っていますか？
□契約を解約する場合のことが書いてありますか？

介護保険を利用して住宅改修をするときには、必ず事前に担当のケアマネジャー又はお住まいの学区担
当の高齢サポート（地域包括支援センター）やお住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお
住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当にご相談ください。

たとえば、こんな業者には要注意！
□「役所、ケアマネジャーの紹介で…」とウソを言って近づく。

□「家を無料点検中」「家が壊れますよ」などと言って訪れ、点検後、本来必要ない工事の契約
を迫る。

□�依頼者の希望を聞かず、一方的に話を進めてしまう。
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○事業者情報は、下記にてご覧いただけます（各ホームページアドレスは裏表紙をご覧ください。）。

平成12年4月に介護保険制度がスタートしてから、介護保険施設での身体拘束が禁止されています。

Q1	 なぜ、身体拘束は廃止しなければならないのでしょうか？

A1	 	身体拘束は人権擁護の面で問題です。また、身体拘束を行うことにより、ますます本人の体力が衰え認知症も進み、

その結果さらに拘束を必要とすることになるという「悪循環」を生じてしまうのです。

Q2	 身体拘束は安全確保のためにやむをえないのでしょうか？

A2	 	「本人の安全確保」や「スタッフ不足」のため、身体拘束はやむを得ないといった考え方は、多くの介護現場での実践

の積み重ねにより、誤解を含んだものであることが明らかになっています。身体拘束廃止の取組は、介護全体の質の

向上や生活環境の改善のきっかけとなるものなのです。

Q3	 身体拘束についての相談窓口はありますか？

A3	 ○京都府に、身体拘束に関する相談窓口が設置されています。

 　相談専用電話（京都府高齢者支援課内）

 　075-414-4590〈月～金曜日、9時～17時。休所日：土・日・祝・年末年始（12月29日～1月3日）〉

	 ○京都市長寿すこやかセンターには、高齢者の権利擁護に関する相談窓口があります。

 　京都市長寿すこやかセンター「高齢者110番」 075-354-8110
 　〈月～土曜日、9時～21時30分／日・祝日、9時～17時。

 　休所日：各月第3火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月4日）〉

介護の現場では〜身体拘束のないケアの実現に向けて〜

安全のためやむを得ないと思っても、誰もが自分や自分の家族が身体拘束を受けたいと望んでいるわけでは
ありません。利用者やその家族が「身体拘束はしてほしくない」と意思表示することが、身体拘束廃止の取組
を進める大きな力になるのです。

京都市発行の冊子
「介護保険事業所情報（エリアマップ）」

区ごとに地図情報と事業所情報を掲載。
区役所・支所福祉介護課、京北出張所福祉担当で配布しています。

ホームページ「高齢者情報相談センター」
の介護保険指定事業者検索 サービスごと、地域ごとに検索することができます。  

ホームページ
「ワムネット・京都府センター」の
介護事業者情報

第三者評価結果、保険給付外利用料などを掲載。
サービスごと、地域ごとに検索することができます。

（ワムネット　 http://www.wam.go.jp/
→全国センター→京都→介護保険システム）

介護サービス情報の公表 京都府介護サービス情報公表システムのホームページから閲覧できます。
http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=26
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介護保険について、困ったことや相談したいことがあると
きは、身近な窓口へご相談ください。
サービス内容への苦情については、サービス事業者自身
も適切な対応をすることになっています。

●区役所・支所福祉介護課、京北出張所福祉担当
・介護保険制度全般についての相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
・サービス内容への苦情については、事業者に確認・調査し、今後のサービスの改善に向けた指導・助言を
行っています。

●京都府国民健康保険団体連合会
・サービス内容について苦情があるときは、京都府国民健康保険団体連合会へ申し立てることができます。利
用者や家族からの苦情申立に基づき、事業者のサービスの質の向上等を目的として、個別の案件について
調査・指導・助言を行います。
・苦情申立書は、区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所福祉担当
にも備え付けています。
〒600-8411　京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620　COCON烏丸内
TEL�075-354-9090　FAX�075-354-9055

●京都府介護保険審査会
・京都市（保険者）が行った要介護認定に関する処分や保険料の賦課・徴収などに関する処分について不服
があるときは、京都府に設置された京都府介護保険審査会に審査請求することができます。
・審査請求は、要介護認定の結果通知など処分の内容を知った日の翌日から60日以内に行う必要があります。
・手続は、お住まいの区の区役所・支所福祉介護課、京北地域にお住まいの方は右京区役所京北出張所
福祉担当でも行うことができます。

「朝食をごはんからパンに変えてほしい」

「談話室がほしい」

「 でも、お世話になっている施設には　　
言いにくい…」

利用者のそんな思いをおうかがいするの
が介護相談員です。介護相談員は、介護
老人福祉施設（特別養護老人ホーム）など
を訪問し、利用者や家族から介護サービス
についての疑問や不満等を聴き、施設に
伝える橋渡し役をしています。介護相談員
が利用者の思いを施設に伝えると、

「さっそくパンもメニューに入れましょう」

「談話スペースをつくりましょう」

など、実際に施設で解決できることもあり
ます。施設も、利用者の日頃の疑問や不
満を聴き、施設を良くするアイデアとして
積極的に活用しています。

【介護相談員派遣施設（順次変更しています）】

（電話番号は81・82ページをご覧ください。）

派遣先施設

介護保険施設

特別養護老人ホーム にしがも舟山庵 特別養護老人ホーム 和順の里

特別養護老人ホーム ヴィラ上賀茂 京都市小川特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム 静原寮 介護老人保健施設 フェアウインドきの

特別養護老人ホーム 修道洛東園 特別養護老人ホーム 山科積慶園

京都市修徳特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 じゅんぷう

特別養護老人ホーム ビハーラ十条 特別養護老人ホーム アムールうずまさ

特別養護老人ホーム はなぞの 特別養護老人ホーム 健光園

介護老人保健施設 洛西けいゆうの里 特別養護老人ホーム ももやま

特別養護老人ホーム ヴィラ稲荷山 特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ桃山

小規模多機能型居宅介護施設

十四軒町の家 小規模多機能ホーム

（平成24年4月現在）

介護相談員派遣事業の紹介


